	基　準
	告示　786号県告示450号
	ﾁｪｯｸ
	備考

	１から４すべてに該当する木造の一戸建ての住宅であること

	１　外壁の外皮困難基準について、次の⑴から⑷のいずれかに該当すること

	⑴
	外壁の片面を真壁造とした土塗壁であること
	1項1号ニ
	☐	⑴から⑷のうち１つ以上にチェックすること※１

	⑵
	外壁の片面を真壁造とした落とし込み板壁であること
	1項1号ニ
	☐	

	⑶
	外壁の過半が両面を真壁造とした落とし込み板壁であること
	1項1号ニ
	☐	

	⑷
	外壁及び軸組について、(a)から(c)までのいずれにも該当すること
(a)　外壁の片面を真壁造とすること
(b)　貫工法を用いること
(c)　柱、はり、母屋、土台及び足固めに用いる木材は、墨付け及び手刻みによる加工を行い、かつ、伝統的な継手及び仕口を用いたものであること
	県告示
⑵ア(ｱ)b
	☐	

	２　屋根、床、窓等の外皮困難基準について、次の⑴から⑹のいずれかに該当すること

	⑴
	屋根が化粧野地天井であること
	1項1号ニ
	☐	⑴から⑹のうち１つ以上にチェックすること
※１

	⑵
	屋根が面戸板現しであること
	1項1号ニ
	☐	

	⑶
	屋根がせがい造りであること
	1項1号ニ
	☐	

	⑷
	床が板張りであること
	1項1号ニ
	☐	

	⑸
	窓の過半が地場製作の木製建具であること
	1項1号ニ
	☐	

	⑹
	縁側について、(a)から(d)までのいずれにも該当すること
(a)　奥行きが0.9メートル以上であり、かつ、幅が3.6メートル以上であること
(b)　高さが1.7メートル以上であり、かつ、幅が3.6メートル以上である開口部が室内側及び室外側にそれぞれ設けられているものであること
(c)　室内側の開口部に建具が設けられているものであること
(d)　室外側の開口部に複数の建具が設けられているものであり、かつ、それらの建具が多層的に配置されているものであること
	県告示
⑵ア(ｱ)c
	☐	

	３　地域材料について、次の⑴又は⑵に該当すること

	⑴
	屋根（下屋及びひさしを除く）に県産の粘土瓦を用いたものであること
	県告示
⑵イ(ｱ)
	☐	⑴か⑵のうち１つ以上にチェックすること

	⑵
	柱、土台及び足固めに県産の木材を用いたものであること
	県告示
⑵イ(ｲ)
	☐	

	４　建築環境計画について、次の⑴から⑶のいずれかに該当すること

	⑴
	[bookmark: _Hlk197612772]軒（けらばを除く）の出が0.9メートル以上であること
	県告示
⑵ウ(ｱ)
	☐	⑴から⑶のうち１つ以上にチェックすること

	⑵
	自然通風の取込みに配慮した複数の窓が設けられているものであること
	県告示
⑵ウ(ｲ)
	☐	

	⑶
	給湯の用に供する太陽熱集熱設備が設けられているものであること
	県告示
⑵ウ(ｳ)
	☐	


[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]「愛知県気候風土適応住宅の基準（独自基準）」チェックリスト
　　　　　
       年　 　月　　日
申請者氏名：　　　　　　　　　　　設計者氏名：　　　　　　　　　　
※１ １⑷又は２⑹どちらにも該当しない場合は、本チェックリストの適用外です。告示786号第1項1号用「気候風土適応住
宅チェックリスト」を活用してください。


